


＝{(資本金の額および資本準備金の額の合計額または出資金の額)×当期の月数を12で割った数×0.25％＋所得の金額×2.5％}×1/4

注:所得の金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算します。

事例：資本金の額が1億円、年中の所得金額1,000万円、1年決算法人の場合

(A)一般損金算入限度額

＝｛(100,000,000円×12/12×2.5/1000)+(10,000,000円×2.5/100)｝×1/4＝125,000円

(B)特定公益増進法人に対する特別損金算入限度額

＝｛(100,000,000円×12/12×3.75/1000)+(10,000,000円×6.25/100)｝×1/2＝500,000円

したがって、当協会への寄附金に対しては、(A) (B)の合計金額＝625,000円の損金算入が認められます。 (詳しくは、国税庁等をご確認下さい。)

＝{(資本金の額および資本準備金の額の合計額または出資金の額)×当期の月数を12で割った数×0.375％＋所得の金額×6.25％}×1/2


